
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

厚木飛行場周辺(6)住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その11）

支出負担行為担当官
南関東防衛局長
末富　理栄
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57

令和6年10月3日

（同）KMOサポートオ
フィス
神奈川県秦野市曽屋
3731-1

1021003004101 一般競争入札 52,927,520円 37,475,147円 70.80%

厚木飛行場周辺(6)住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その12）

支出負担行為担当官
南関東防衛局長
末富　理栄
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57

令和6年10月3日

（同）KMOサポートオ
フィス
神奈川県秦野市曽屋
3731-1

1021003004101 一般競争入札 51,761,538円 44,376,455円 85.73%

厚木飛行場周辺(6)住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その13）

支出負担行為担当官
南関東防衛局長
末富　理栄
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57

令和6年10月3日
芝田行政書士事務所
静岡県静岡市駿河区中田
3-1-10

- 一般競争入札 29,280,169円 24,689,500円 84.32%

厚木飛行場周辺(6)住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その14）

支出負担行為担当官
南関東防衛局長
末富　理栄
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57

令和6年10月3日

（同）KMOサポートオ
フィス
神奈川県秦野市曽屋
3731-1

1021003004101 一般競争入札 30,477,603円 24,794,162円 81.35%

厚木飛行場周辺(6)住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その15）

支出負担行為担当官
南関東防衛局長
末富　理栄
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57

令和6年10月3日

（同）KMOサポートオ
フィス
神奈川県秦野市曽屋
3731-1

1021003004101 一般競争入札 17,319,940円 13,823,594円 79.81%

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号 備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

付紙様式第３

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区

分

応札・応募者
数

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号 備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

付紙様式第３

厚木飛行場周辺(6)住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その16）

支出負担行為担当官
南関東防衛局長
末富　理栄
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57

令和6年10月3日

（同）KMOサポートオ
フィス
神奈川県秦野市曽屋
3731-1

1021003004101 一般競争入札 16,067,761円 12,531,823円 77.99%

厚木飛行場周辺(6)住宅防音事業に係る
事務手続補助等業務（その17）

支出負担行為担当官
南関東防衛局長
末富　理栄
神奈川県横浜市中区
北仲通5-57

令和6年10月4日
相原総合事務所
神奈川県海老名市中央1-
18-27

- 一般競争入札 15,364,857円 14,155,680円 92.13%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


